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答申 異議申出 官総 官報

(要旨公示) 締切 持込 公示

8月1日(火) 8月16日(水) 8月17日(木) 8月28日(月) 9月27日(水)

8月2日(水) 8月17日(木) 8月18日(金) 8月29日(火) 9月28日(木)

8月3日(木) 8月18日(金) 8月21日(月) 8月30日(水) 9月29日(金)

8月4日(金) 8月21日(月) 8月22日(火) 8月31日(木) 9月30日(土)

8月5日(土) 8月21日(月) 8月22日(火) 8月31日(木) 9月30日(土)

8月6日(日) 8月21日(月) 8月22日(火) 8月31日(木) 9月30日(土)

8月7日(月) 8月22日(火) 8月23日(水) 9月1日(金) 10月1日(日)

8月8日(火) 8月23日(水) 8月24日(木) 9月4日(月) 10月4日(水)

8月9日(水) 8月24日(木) 8月25日(金) 9月5日(火) 10月5日(木)

8月10日(木) 8月25日(金) 8月28日(月) 9月6日(水) 10月6日(金)

8月11日(金) 8月28日(月) 8月29日(火) 9月7日(木) 10月7日(土)

8月12日(土) 8月28日(月) 8月29日(火) 9月7日(木) 10月7日(土)

8月13日(日) 8月28日(月) 8月29日(火) 9月7日(木) 10月7日(土)

8月14日(月) 8月29日(火) 8月30日(水) 9月8日(金) 10月8日(日)

8月15日(火) 8月30日(水) 8月31日(木) 9月11日(月) 10月11日(水)

8月16日(水) 8月31日(木) 9月1日(金) 9月12日(火) 10月12日(木)

8月17日(木) 9月1日(金) 9月4日(月) 9月13日(水) 10月13日(金)

8月18日(金) 9月4日(月) 9月5日(火) 9月14日(木) 10月14日(土)

8月19日(土) 9月4日(月) 9月5日(火) 9月14日(木) 10月14日(土)

8月20日(日) 9月4日(月) 9月5日(火) 9月14日(木) 10月14日(土)

8月21日(月) 9月5日(火) 9月6日(水) 9月15日(金) 10月15日(日)

8月22日(火) 9月6日(水) 9月7日(木) 9月19日(火) 10月19日(木)

8月23日(水) 9月7日(木) 9月8日(金) 9月20日(水) 10月20日(金)

8月24日(木) 9月8日(金) 9月11日(月) 9月21日(木) 10月21日(土)

8月25日(金) 9月11日(月) 9月12日(火) 9月22日(金) 10月22日(日)

8月26日(土) 9月11日(月) 9月12日(火) 9月22日(金) 10月22日(日)

8月27日(日) 9月11日(月) 9月12日(火) 9月22日(金) 10月22日(日)

8月28日(月) 9月12日(火) 9月13日(水) 9月25日(月) 10月25日(水)

8月29日(火) 9月13日(水) 9月14日(木) 9月26日(火) 10月26日(木)

8月30日(水) 9月14日(木) 9月15日(金) 9月27日(水) 10月27日(金)

8月31日(木) 9月15日(金) 9月19日(火) 9月28日(木) 10月28日(土)

令和５年度答申日別最短効力発生予定一覧表（地域最賃）
 

発効

itoue
フリーテキスト
　参考資料１



生活保護と最低賃金

資料No.2

itoue
フリーテキスト
　参考資料２－１
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生活保護（生活扶助基準（１類費＋２類費＋期末一時扶助費）＋住宅扶助）と最低賃金

生活扶助基準（１類費＋２類費＋期末一時扶助費）人口加重平均＋住宅扶助実績値

最低賃金額×１７３．８×０．８１６

注１）生活扶助基準（１類費＋２類費＋期末一時扶助費）は１８～１９歳単身のものである。

注２）生活扶助基準は冬季加算を含めて算出。

注３）生活保護のデータ、最低賃金のデータともに令和３年度のものである。

注４）０．８１６は時間額８２０円で月１７３．８時間働いた場合の令和３年度の税・社会保険料を考慮した可処分所得の総所得に対する比率。

単位：円
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生活保護（生活扶助基準（１類費＋２類費＋期末一時扶助費）＋住宅扶助）と最低賃金

生活扶助基準（１類費＋２類費＋期末一時扶助費）人口加重平均＋住宅扶助実績値

最低賃金額×１７３．８×０．８１６

注１）生活扶助基準（１類費＋２類費＋期末一時扶助費）は１８～１９歳単身のものである。

注２）生活扶助基準は冬季加算を含めて算出。

注３）生活保護のデータは令和３年度、最低賃金のデータは令和４年度のものである。

注４）０．８１６は時間額８２０円で月１７３．８時間働いた場合の令和３年度の税・社会保険料を考慮した可処分所得の総所得に対する比率。

単位：円

令和４年度最低賃金

改定額反映版
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令和３年度
データに基
づく乖離額

令和４年度
地域別最低
賃金引上げ額

最新の
乖離額

昨年度の
目安小委で
示した乖離額

（Ａ） （Ｂ）
（Ｃ）

（＝Ａ－Ｂ）
（Ｄ）

（Ｅ)
（＝Ｃ－Ｄ）

最低賃金の
引上げ

による影響額
（e①）

可処分所得
比率の変動
（0.817→0.816）
による影響額
（ｅ②）

生活扶助基準の
見直しによる
影響額
（e③）

住宅扶助実績値
の増減による
影響額
（e④）

北 海 道 △147 31 △178 △151 △27 △31 1 0 3

青 森 △142 31 △173 △146 △26 △31 1 0 4

岩 手 △159 33 △192 △165 △26 △33 1 0 6

宮 城 △146 30 △176 △151 △24 △30 1 0 5

秋 田 △154 31 △185 △160 △26 △31 1 0 5

山 形 △147 32 △179 △154 △25 △32 1 0 7

福 島 △170 30 △200 △178 △22 △30 1 0 7

茨 城 △220 32 △252 △222 △29 △32 1 0 2

栃 木 △195 31 △226 △200 △26 △31 1 0 4

群 馬 △188 30 △218 △192 △26 △30 1 0 3

埼 玉 △170 31 △201 △167 △34 △31 1 0 △4

千 葉 △188 31 △219 △190 △29 △31 1 0 1

東 京 △176 31 △207 △177 △29 △31 1 0 1

神 奈 川 △204 31 △235 △206 △29 △31 1 0 1

新 潟 △170 31 △201 △175 △25 △31 1 0 5

富 山 △222 31 △253 △233 △20 △31 1 0 10

石 川 △180 30 △210 △182 △28 △30 1 0 1

福 井 △200 30 △230 △207 △23 △30 1 0 6

山 梨 △222 32 △254 △229 △25 △32 1 0 6

長 野 △209 31 △240 △214 △26 △31 1 0 5

岐 阜 △201 30 △231 △202 △28 △30 1 0 1

静 岡 △197 31 △228 △199 △29 △31 1 0 1

愛 知 △227 31 △258 △231 △27 △31 1 0 3

三 重 △239 31 △270 △244 △25 △31 1 0 5

滋 賀 △205 31 △236 △207 △29 △31 1 0 1

京 都 △168 31 △199 △170 △29 △31 1 0 2

大 阪 △205 31 △236 △207 △29 △31 1 0 1

兵 庫 △168 32 △200 △171 △28 △32 1 0 3

奈 良 △180 30 △210 △184 △26 △30 1 0 3

和 歌 山 △195 30 △225 △198 △26 △30 1 0 3

鳥 取 △162 33 △195 △165 △31 △33 1 0 2

島 根 △186 33 △219 △190 △30 △33 1 0 3

岡 山 △162 30 △192 △167 △26 △30 1 0 4

広 島 △171 31 △202 △173 △28 △31 1 0 2

山 口 △214 31 △245 △219 △26 △31 1 0 4

徳 島 △204 31 △235 △209 △26 △31 1 0 4

香 川 △182 30 △212 △190 △22 △30 1 0 7

愛 媛 △146 32 △178 △151 △27 △32 1 0 5

高 知 △171 33 △204 △175 △29 △33 1 0 3

福 岡 △175 30 △205 △179 △26 △30 1 0 3

佐 賀 △184 32 △216 △190 △26 △32 1 0 6

長 崎 △165 32 △197 △171 △26 △32 1 0 5

熊 本 △172 32 △204 △178 △25 △32 1 0 6

大 分 △178 32 △210 △182 △28 △32 1 0 3

宮 崎 △177 32 △209 △182 △27 △32 1 0 4

鹿 児 島 △180 32 △212 △186 △27 △32 1 0 5

沖 縄 △152 33 △185 △154 △31 △33 1 0 1

都道府県ごとの最低賃金と生活保護水準との乖離額変動の要因分析

乖離の変動額

※１　最低賃金と生活保護水準の乖離額は、「平成20年度地域別最低賃金額改定の目安について（答申）」の別紙１「平成20年度地域別最低賃金額改定
　　の目安に関する公益委員見解」において用いられた考え方により算出。
※２　最低賃金と生活保護水準との乖離額を算出するには、月額を時間額に換算する際などに端数処理を行うため、必ずしもE＝ｅ①＋ｅ②＋ｅ③＋e④
　　とならない。

－３－



地域別最低賃金額、未満率及び影響率
１．地域別最低賃金額、未満率及び影響率（ランク別）の推移（平成25～令和４年度）

平成25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度

７６４ ７８０ ７９８ ８２３ ８４８ ８７４ ９０１ ９０２ ９３０ ９６１
（15） （16） （18） （25） （25） （26） （27） （1） （28） （31）

未満率
（％） 2.1 2.5 2.1 4.2 2.3 2.4 1.7 2.4 1.9 2.2

影響率
（％） 10.7 9.3 12.8 14.5 14.5 15.3 20.5 4.5 17.4 20.4

未満率
（％） 1.5 1.6 1.4 1.6 1.3 1.5 1.7 1.5 1.7 1.6

影響率
（％） 5.4 5.2 6.0 8.6 9.8 12.3 14.2 3.4 14.9 18.9

未満率
（％） 2.0 1.8 2.2 2.0 1.3 1.7 1.5 1.8 1.7 1.5

影響率
（％） 5.5 6.6 6.9 8.6 9.6 12.7 13.9 4.5 15.4 17.1

未満率
（％） 1.8 1.8 1.9 1.5 1.4 1.4 1.2 1.8 1.5 1.7

影響率
（％） 6.0 6.2 7.4 10.1 10.3 13.3 11.6 6.9 15.9 19.4

未満率
（％） 1.9 2.0 1.9 2.7 1.7 1.9 1.6 2.0 1.7 1.8

影響率
（％） 7.4 7.3 9.0 11.1 11.9 13.8 16.3 4.7 16.2 19.2

資料出所：厚生労働省「最低賃金に関する基礎調査」（平成25～令和４年）

（注）１　地域別最低賃金額（以下単に「最低賃金額」という。）は、全国加重平均である。
　　　２　「未満率」とは、最低賃金額を改正する前に、最低賃金額を下回っている労働者割合である。
　　　３　「影響率」とは、最低賃金額を改正した後に、改正後の最低賃金額を下回ることとなる労働者割合である。
　　　４　各ランクは、各年における適用ランクであり、各ランクの未満率、影響率については、加重平均である。

資料 No.3

Ｃランク

Ｄランク

計

年度

地域別最低賃金額
（対前年度差）

Ａランク

Ｂランク

-1-
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２．地域別最低賃金の未満率と影響率

(１)　都道府県別未満率と影響率（令和４年）
未満率（全国加重平均）　１．８％
影響率（全国加重平均）　１９．２％
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全

国

平

均

未満率 2.7 3.0 2.2 0.8 2.6 1.8 1.4 1.8 2.1 1.6 2.0 1.6 1.2 1.3 1.7 1.3 0.9 2.0 1.1 1.3 1.0 1.4 1.1 1.4 1.5 0.9 1.6 1.9 1.9 1.5 1.5 1.9 1.3 1.4 2.1 1.7 1.9 1.7 2.3 1.5 1.2 1.7 1.3 1.6 1.4 1.6 2.1 1.8

影響率 16.5 26.7 24.6 17.9 19.5 21.3 22.1 21.2 19.0 18.9 14.9 20.1 18.7 18.6 12.3 18.9 13.0 14.9 10.4 17.7 13.2 16.1 14.1 15.7 16.8 17.1 20.9 19.7 16.4 19.9 16.4 18.8 13.4 15.9 19.0 18.2 19.2 19.3 21.4 21.0 18.7 17.6 22.2 20.4 19.0 25.3 18.3 19.2

資料出所　厚生労働省「令和４年最低賃金に関する基礎調査」
（注１）事業所規模30人未満（製造業等は100人未満）を調査対象としている。
（注２）上記の影響率、未満率は、令和４年度の各地方最低賃金審議会の審議で使用された調査結果から算出した数値である。
　　　　表のうち「＊」のある県の数値は事業所数による復元を、「＊」のない県は労働者数による復元を行って集計したもの。
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(２)　賃金構造基本統計調査特別集計による未満率と影響率（令和４年）
未満率（全国加重平均）　２．３％
影響率（全国加重平均）　６．９％
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資料出所　厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
（注）１　事業所規模５人以上の民営事業所（５～９人の事業所については企業規模が５～９人の事業所に限る。）を対象としている。
　　　２　未満率及び影響率の算定の基礎となる賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を所定内実労働時間数で除したもの。
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時間当たり賃金分布（一般・短時間計）

資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

1040円
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資料No. ４－１

資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

992円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

955円

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

愛知(A)

-1-



資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

956円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

953円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

928円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

937円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

879円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

913円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

877円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

899円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

896円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

882円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

865円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

853円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

866円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

902円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

861円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

870円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

848円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

862円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

858円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

866円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

857円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

877円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

889円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

880円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

824円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

828円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

859円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

859円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

821円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

824円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

822円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

821円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

822円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

821円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

821円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

821円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

820円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

822円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

821円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

821円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

822円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般・短時間計

820円
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時間当たり賃金分布（一般労働者）

資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

1040円
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資料No. ４－２

資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

992円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

955円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

956円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

953円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

928円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

937円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

879円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

913円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

877円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

899円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

896円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

882円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

865円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

853円

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

宮城(B)

資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

866円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

902円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

861円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

870円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

848円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

862円

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

岡山(B)

-19-



資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

858円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

866円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

857円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

877円

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

長野(B)

-20-



資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

889円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

880円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

824円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

828円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

859円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

859円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

821円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

824円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

822円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

821円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

822円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

821円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

821円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

821円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

820円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

822円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

821円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

821円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

822円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

820円
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時間当たり賃金分布（短時間労働者）

資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

1040円
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資料No. ４－３

資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

992円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

955円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

953円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

928円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

879円

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

茨城(B)

資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

913円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

899円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

896円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

882円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

853円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

866円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

902円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

861円

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

石川(B)

資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

870円

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

福岡(B)

資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

848円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

862円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

858円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

866円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

857円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

877円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

889円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

880円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

828円

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

福島(B)

-34-



資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

859円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

824円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

821円

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

熊本(C)

資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

822円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

821円
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者
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資料出所：厚生労働省「令和４年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和３年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料 No.5 

 

最新の経済指標の動向 
（内閣府 月例経済報告（令和５年６月）主要経済指標） 

 

 Ⅰ 我が国経済                     

１  四半期別 GDP 速報 

２  個人消費 

３  民間設備投資 

４  住宅建設 

５  公共投資 

６  輸出・輸入・国際収支 

７  生産・出荷・在庫 

８  企業収益・業況判断 

９  倒産 

１０ 雇用情勢 

１１ 物価 

１２ 金融 

１３ 景気ウォッチャー調査 

 

Ⅱ 海外経済                     

１  アメリカ 

２  アジア地域 

３  ヨーロッパ地域 

４  国際金融 

itoue
フリーテキスト
　参考資料２－４



1



2015

2



500

510

520

550

10 11 12 15 20 21 22

551

22

22 10 12

22

22 10 12

-10

-2

0

2

10 11 12 15 20 21 22

22

22 10 12

3



（金額等） （前年同期比（％）、[　]内は暦年前年比（％）、（　）内は季調済前期比（％）、<　>は季調済前月差（ポイント））

[2022年] [2021年] [2022年] 2022年 2023年 2023年

[0.7] [2.0]

1.7 2.5

[▲0.1] [▲1.6] (▲0.3) (▲0.4) (▲1.5) (▲0.3) (0.3) (0.2) ―   

▲0.4 ▲1.8 ▲1.9 ▲1.4 ▲2.4 ▲2.6 ▲1.7 ▲3.1 ―   

[0.7] [1.8] (0.1) (0.4) (0.0) (▲0.5) (0.8) (0.8) ―   

1.0 1.9 1.6 2.9 1.2 0.6 1.2 1.0 ―   

[0.7] [1.2] (▲1.0) (0.2) (▲0.3) (▲2.4) (▲0.8) (▲1.3) ―   

1.6 0.7 3.6 ▲0.5 ▲0.4 1.6 ▲1.9 ▲4.4 ―   

[0.4] [1.4] (▲0.7) (0.7) (▲0.4) (0.2) (▲0.3) (▲0.7) ―   

1.2 1.3 3.2 0.4 1.0 2.0 ▲0.2 ▲2.1 ―   

[154.4兆円] [1.9] [2.6] (1.3) (1.2) (2.4) (2.1) (0.3) (▲1.1) ―   

156.8兆円 1.8 4.1 3.7 3.6 6.4 7.3 6.9 5.1 ―   

百 貨 店 販 売 額 [5.5兆円] [4.5] [12.3] (3.2) (2.3) (▲1.5) (6.0) (▲2.0) (0.7) ―   

(全店、名目) 5.7兆円 8.9 14.2 16.6 5.8 13.5 18.8 8.6 7.6 ―   

ス ー パ ー 販 売 額 [15.2兆円] [▲0.3] [1.0] (1.1) (1.8) (▲0.1) (▲0.3) (▲0.8) (1.5) ―   

(全店、名目) 15.2兆円 ▲0.3 1.3 0.4 3.3 1.8 1.1 1.7 4.4 ―   

ｺ ﾝ ﾋ ﾞ ﾆ ｴ ﾝ ｽ ｽ ﾄ ｱ 販 売 額 [12.2兆円] [1.3] [3.8] (▲0.2) (4.5) (0.5) (0.8) (0.0) (▲0.4) ―   

(全店、名目) 12.4兆円 2.4 4.6 3.7 6.0 5.4 6.2 6.0 5.3 ―   

機 械 器 具 小 売 業 販 売 額 [9.7兆円] [0.7] [▲2.9] (▲2.7) (▲1.1) (1.1) (1.2) (▲2.6) (▲4.8) ―   

9.7兆円 ▲3.7 ▲2.1 ▲3.1 ▲2.6 ▲2.2 1.4 ▲3.9 ▲7.2 ―   

[344.8万台] [▲3.5] [▲6.2] (2.1) (4.3) (8.2) (0.2) (▲3.8) (9.8) (▲0.4)

361.4万台 ▲10.1 4.2 2.1 10.7 16.7 22.9 12.1 18.5 28.4

（備考）１．内閣府「国民経済計算」、「消費動向調査」、総務省「労働力調査（基本集計）」、「家計調査」、「消費動向指数（CTI）」、厚生労働省「毎月勤労統計調査」、経済産業省「商業動態統計」、日本自動車販売協会連合会、

　　　　　　全国軽自動車協会連合会により作成。Ｐは速報値。なお、総雇用者所得は内閣府推計値。新車販売台数の季節調整は内閣府による。

　　　　２．名目総雇用者所得は、毎月勤労統計調査の現金給与総額に、労働力調査の非農林業雇用者数を乗じることで作成。実質総雇用者所得は、名目総雇用者所得を、国民経済計算における家計最終消費支出デフレーター

　　　　　　（除く持ち家の帰属家賃）（月次の値は消費者物価指数（持家の帰属家賃を除く総合））で除することにより作成。

　　　　３．総消費動向指数の年度、総雇用者所得の暦年、年度及び四半期の数値については、当該期間の単純平均により算出したもの。

　　　　４．2022年の名目消費支出は290,865円(月平均)。家計調査の実質消費支出（除く住居等）は、二人以上の世帯の消費支出から「住居」、「自動車等購入」、「贈与金」、「仕送り金」を除いた値。

　　　　５. 小売業、百貨店、スーパー、コンビニエンスストア、機械器具小売業の販売額は商業動態統計（経済産業省）により作成。

　

3月 4月 5月

実 質 総 消 費 動 向 指 数 ―   (0.4) (0.5)

2022年度 2021年度 2022年度 ７－９月 10－12月

(▲0.3) (0.1)

実 質 総 雇 用 者 所 得 ―   

１－３月 2月

(0.2) (0.5) ―   

名 目 総 雇 用 者 所 得 ―   

消 費 者 態 度 指 数 ―   ―   ―   ―    ―   <0.6><0.0> <2.6>

家
計
調
査

実 質 消 費 支 出 ―   

実 質 消 費 支 出
―   

(除く住居等)

<1.5>―   

(乗用車、軽を含む)

販
売
側
統
計

小 売 業 販 売 額

（商業動態統計、名目）

新車販売台数（登録・届出）
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（備考）上図：新車販売台数は、日本自動車販売協会連合会及び全国軽自動車協会連合会により作成。
内閣府による季節調整値。ナンバーベース。機械器具小売業販売額は、経済産業省
「商業動態統計」により作成。季節調整値。

下図：外食売上高は、日本フードサービス協会「外食産業市場動向調査」により作成。内閣府
による季節調整値。宿泊業売上高は、総務省「サービス産業動向調査」（2013年１月
からの調査結果）により作成。2023年１月以降は速報値。内閣府による季節調整値。
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（備考）上図：内閣府「総雇用者所得」、総務省「消費動向指数（CTI）」により作成。実質季節調整値。
下図：内閣府「消費動向調査」、総務省「家計調査」により作成。

平均消費性向（季節調整値、二人以上の世帯のうち勤労者世帯）は後方３か月移動
平均値。変動調整前の値を用いている。
消費者態度指数（季節調整値、二人以上の世帯）は、2013年４月より訪問留置調査
から郵送調査に調査方法を変更。また、2018年10月より郵送・オンライン併用調査
を開始。なお、2013年４月に調査方法等を変更した際に数値の不連続が生じている。
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[12.0] [▲1.9] ( ▲ 3.0) ( ▲ 4.2) ( ▲ 0.7) ( 2.3) P ( ▲ 2.1)

[5.1] [▲0.3] ( ▲ 2.3) ( ▲ 2.2) ( 6.2) P ( 0.7) P ( ▲ 2.8)

[▲24,834] [▲211,638]

▲64,202 P ▲233,367

[17,623] [▲157,436]

▲15,432 P ▲180,602

[263,788] [351,857]

290,083 P 355,591

[215,363] [115,466]

201,522 P 92,256

[168,376] [64,922]

180,787 P 87,713

地域別輸出入数量指数

－

21,915 P 30,039 －

P 18,996 －

27,232 P 26,761

▲ 2.0 ▲ 4.1

P

10,090P

金 融 収 支 (億円）（原数値） ▲ 1,248 P 73,547 P

経 常 収 支 (億円） 24,690 P 25,416

第 一 次 所 得 収 支（億円） 93,732 P 87,835

－

P ▲ 3,545 －

P

P ▲ 13,893

▲ 6.4▲ 8.1 ▲ 6.0

▲ 0.3 ▲ 5.2▲ 2.6

[2022年] 2023年
3月 4月1-3月

2023年2022年

▲ 3.7 ▲ 8.8

貿 易 収 支（億円） ▲ 51,616 P ▲ 37,552 ▲ 9,706 P ▲ 3,804

輸入数量
3.8 ▲1.6

貿易・サービス収支(億円） ▲ 61,776 P ▲ 50,746

P

2021年度 2022年度

輸出数量
10.3 ▲3.9

5月10-12月

P

P

[2021年]

（前年同期（月）比、[ ]内は暦年前年比、（ ）内は季節調整済前期（月）比、％、Ｐは速報値）
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ＥＵ
（9.5％）
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アジア
（56.4％)

（2015年＝100）

（月）
（年）

①輸出
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（9.6％） アメリカ

（9.9％）

アジア
（45.2％)

（2015年＝100）

（月）
（年）

②輸入

(備考） 財務省｢貿易統計｣により作成。内閣府による季節調整値。括弧内は2022年の金額ウェイト。なお、ＥＵは27か国ベース。

5月 ▲2.1％
３ＭＡ ▲0.2％

全体
5月 ▲5.8％

３ＭＡ ▲1.1％

アメリカ
5月 ＋1.6％

３ＭＡ ＋2.3％

ＥＵ
5月 ＋2.7％

３ＭＡ ▲1.2％

アジア
5月 ▲2.8％

３ＭＡ ＋1.3％

全体
5月 ＋7.2％

３ＭＡ ＋1.3％

アメリカ
5月 ＋3.2％

３ＭＡ ＋3.0％

ＥＵ
5月 ▲3.4％

３ＭＡ ＋1.5％

アジア
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品目別輸出入数量指数

経常収支 サービス収支
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一般機械
（19.3％）

輸送用機器
（19.4％）

電気機器
(17.7％)

化学製品
（12.0％)

（2015年＝100）

（月）
（年）

①輸出
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42.7  7.9  23.0  1.0  

53.7  5.5  25.3  4.3  

44.4  19.5  31.1  8.4  

45.0  3.5  18.2  

21.8  1.7  13.6  0.1  0.6  

17.6  18.3  4.3  

( 6.8) ( 6.2) 

11.7  35.4  

( 0.9) ( 5.3) ( 5.0) 

21.9  5.6  5.2  17.2  

( 11.0) ( 16.6) ( 6.8) 

22.1  23.8  4.0  

( 11.2) ( 0.4) 

1.3  16.8  

( 26.1) 

11.2  36.8  8.8  41.8  

68.7  

33.4  

45.0  

11.1  53.2  2.6  

28.2  11.3  27.7  13.0  

17.0  37.9  

33.8  

12.2  
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[7,773] [6,030] [6,428] 1,783 1,956 809 610 706
7,163 5,980 6,880

[6.6]     15.8     30.0     36.4     25.5     34.7 
    15.0 

    (9.5)     (12.3)     (13.6)     (6.4)
[12,200] [11,507] [23,314] 2,817 3,005 1,474 2,038 2,787
12,084 11,679 23,243

[102.6]     150.8     218.9 
    99.0 

[6,112] [4,984] [5,732] 1,598 1,597 697 501 618
5,563 4,964 6,069

[15.0]     24.4     26.6     43.9     9.9     37.0 

    22.2 

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

1 4 7101 4 7101 4 7101 4 7101 4 7101 4 7101 4 7101 4 7101 4 7101 4 7101 4 7101 4 7101 4 7101 4 7101 4 7101 4 7101 4 7101 4 7101 4 7101 4 7101 4 7101 4 7101 4 7101 45

2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2.6%
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(前年同期(月)比、[]内は暦年前年比、（ ）内は前期(月)比、＜＞内は季節調整済前期(月)比、％）　

[ 4.6 ] [ 9.7 ] (    2.0 ) (    2.7 ) (    0.6 ) ( 0.1 ) ( 0.3 ) P ( ▲ 0.7 )
7.1 9.4    9.6    10.0    8.4 7.4 5.9 P 5.1

[ 4.6 ] [ 9.7 ] (    1.8 ) (    2.9 ) (    0.6 ) ( 0.1 ) ( 0.3 ) P ( ▲ 0.7 )
7.1 9.4    9.7    10.0    8.4 7.4 5.9 P 5.1

[ 8.3 ] [ 16.2 ] (    2.7 ) (    0.0 ) ( ▲ 3.7 ) ( 0.7 ) ( 0.1 ) P ( 1.7 )
11.3 15.1    18.9    15.3    8.6 7.2 1.8 P 2.0

[ 21.6 ] [ 39.0 ] (    8.1 ) ( ▲ 2.5 ) ( ▲ 9.2 ) ( ▲ 1.5 ) ( ▲ 3.0 ) P ( 2.2 )
31.3 33.2    46.8    30.6    13.7 9.4 ▲ 3.8 P ▲ 5.4

[ 18.7 ] [ 21.2 ] (    2.8 ) ( ▲ 3.9 ) ( ▲ 4.2 ) ( ▲ 2.1 ) ( ▲ 2.9 ) P ( ▲ 0.1 )
25.5 15.6    23.3    10.7    3.3 0.1 ▲ 7.5 P ▲ 9.6

[ 0.9 ] [ 1.7 ] (    0.3 ) (    0.4 ) (    0.3 ) ( 0.6 ) P ( 0.2 ) ( － )
1.2 1.8    2.0    1.7    1.8 1.7 P 1.6 －

[ 0.7 ] [ 1.3 ] < 0.5 > < 0.2 > < 0.6 > < 0.1 > P < 0.4 > < － >
0.9 1.5    1.4    1.3    1.7 1.7 P 1.8 － 4月 5月(P)

[ ▲ 0.2 ] [ 2.5 ] < 0.9 > < 1.1 > < 0.5 > < 0.3 > < 0.6 > < － > < 0.5 > < ▲0.1 >
0.1 3.2 2.9 3.9 3.6 3.2 3.5 － 3.5 3.2

[ ▲ 0.2 ] [ 2.5 ] － － － < 0.4 > < 0.6 > < － >
－ － － － － 3.4 3.7 －

[ ▲ 1.2 ] [ 8.1 ] ( 0.2 ) ( 0.8 ) ( 5.1 ) ( ▲ 1.5 ) ( ▲ 0.1 ) ( － )
1.1 7.2 6.0 6.8 6.1 5.4 5.3 －

[ 3.9 ] [ 17.1 ] ( 2.4 ) ( 2.6 ) ( ▲ 5.1 ) ( ▲ 0.7 ) ( ▲ 0.2 ) ( － )
10.7 12.8 16.6 14.6 3.2 ▲ 3.8 ▲ 4.4 －

[ ▲ 0.2 ] [ 2.3 ] < 1.1 > < 1.2 > < 0.4 > < 0.3 > < 0.5 > < － > < 0.5 > < ▲0.1 >
0.1 3.0    2.7    3.7    3.5    3.1    3.4 － 3.5 3.2

[ ▲ 0.2 ] [ 2.3 ] － － － <    0.4 > <    0.5 > < － >
－ － － － －    3.3    3.6 －

[ ▲ 0.5 ] [ 1.1 ] < 0.9 > < 0.9 > < 1.1 > < 0.5 > < 0.5 > < － > < 0.6 > < 0.2 >
▲ 0.8 2.2 1.5 2.8 3.5 3.8 4.1 － 3.8 3.9

[ ▲ 0.5 ] [ 1.1 ] － － － < 0.5 > < 0.5 > < － >
－ － － － － 3.9 4.3 －

[ 0.3 ] [ 1.4 ] － － － <    0.5 > <    0.4 > < － >
－ － － － － 3.8 4.1 －

（備考）１．企業向けサービス価格は2015年基準。国内企業物価及び消費者物価は2020年基準。Ｐは速報値。

　　　　２．企業向けサービス価格の「国際運輸を除くベース」は、国際航空旅客輸送、外航貨物輸送（除外航タンカー）、外航タンカー、国際航空貨物輸送、国際郵便を除いたもの。季節調整済前期（月）比は、内閣府試算値。

　      ３．消費者物価の四半期前期比及び「生鮮食品」、「エネルギー」の四半期前年同期比は内閣府で算出。

　      ４．消費者物価のうち「政策等による特殊要因を除く」とは、Ｇｏ Ｔｏ事業、2021年４月の通信料（携帯電話）下落及び全国旅行支援等による直接の影響を除いた数値（内閣府試算値）。

(政策等による特
殊要因を除く)

消費者物価

 国際運輸を除くベース
（東京都区部）

固定基準

エネルギー 固定基準

生鮮食品を除く
総合

 輸出物価

消
費
者
物
価

総合
固定基準

連鎖基準

生鮮食品

 契約通貨ベース

 企業向けサービス価格

固定基準

連鎖基準

生鮮食品及び
エネルギーを除く

総合

固定基準

連鎖基準

 輸入物価

 夏季電力料金調整後

2023年 2023年
[2021年度] [2022年度] ７－９月 10－12月 １－３月 3月
[2021年] [2022年] 2022年

5月4月

 国内企業物価

(
22
)
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（備考）日本銀行「企業物価指数」により作成。国内企業物価は夏季電力料金調整後。
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予想物価上昇率と１年後の物価上昇予想世帯割合

（月）

（年）

（％）

（参考）
2013年１月「物価安定の目標 ２％」

予想物価上昇率

（消費動向調査）

（備考）１．内閣府「消費動向調査」(二人以上の世帯)、Bloombergにより作成。
２．「消費動向調査」は、2013年４月から郵送調査への変更等があったため、それ以前の訪問留置調

査の数値と不連続が生じている。点線部（2012年７月から2013年３月）は、郵送調査による試験
調査の参考値。また、2018年10月より郵送・オンライン併用調査を開始。

３．予想物価上昇率（消費動向調査）は、消費者による物価予想。一定の仮定に基づき試算したもの。
４．ＢＥＩ（ブレーク・イーブン・インフレ率）は、物価連動国債売買参加者による物価予想。

それぞれの時点で残存期間が最長のもの（ＢＥＩ(旧)は旧物価連動国債、ＢＥＩ(新)は新物価連
動国債（残存10年物））を使用。

１年後の物価上昇予想世帯割合
（目盛右）

予想物価上昇率

（ＢＥＩ（旧））

予想物価上昇率

（ＢＥＩ（新））

（％）

（備考）資源エネルギー庁「石油製品価格調査」により作成。価格は税込み。

消費者物価の推移

（備考）１．総務省「消費者物価指数」により作成。連鎖基準。季節調整値。
２．「政策等による特殊要因を除く」とは、Ｇｏ Ｔｏ事業、2021年４月の通信料（携帯電

話）下落及び全国旅行支援等による直接の影響を除いた数値（内閣府試算値）。
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6/20

-0.024 -0.032 -0.024 -0.032 -0.026 -0.061 -0.019 -0.017 -0.015 -0.051 -0.069

TIBOR 6/20

-0.064 -0.028 -0.063 -0.017 -0.013 -0.014 -0.003 0.000 -0.005 -0.003 -0.019

6/20

0.061 0.225 0.086 0.292 0.218 0.280 0.436 0.366 0.452 0.404 0.385

6/20

(TOPIX) 1,953 1,919 1,956 1,931 1,932 1,932 1,968 1,989 2,016 2,125 2,283

28,836 27,257 28,389 27,290 27,610 27,362 27,290 27,693 28,275 30,147 33,388

6/20

109.89 131.57 112.38 135.43 138.24 141.25 132.33 133.85 133.33 137.37 142.18

129.90 138.12 130.53 140.97 139.28 144.17 142.16 143.37 146.27 149.02 155.16

6/19
1 10.42 9.84 10.39 9.66 9.69 9.61 9.64 9.76 9.91 9.68 9.03

5,237,058 5,265,526 5,347,929 5,232,251 5,204,661 4,926,460 5,263,298 5,413,393 5,503,500 5,394,730

18.5 0.5 14.6

6,434,962 6,532,030 6,557,140 6,496,940 6,553,763 6,164,351 6,466,383 6,557,809 6,759,281 6,727,323

(22.2) (13.5)

15.9 1.5 13.0 0.0

11,626,650 12,012,019 11,727,820 12,088,902 12,083,906 12,105,881 12,119,316 12,134,108 12,326,526 12,364,043

(2.8) (2.1) (2.0) (3.2) (4.1) (3.7)

6.4 3.3 5.0 3.1 3.4 3.0 2.6 2.5 2.6 2.7

19,801,290 20,550,628 20,004,568 20,724,945 20,740,139 20,768,418 20,800,697 20,828,257 21,053,011 21,121,334

(3.4) (2.2) (2.9) (3.1) (3.6)

5.6 3.8 5.2 3.6 3.8 3.5 3.5 3.5 2.8 2.4

2.3 1.7 1.0 2.5 2.3 3.0 3.5 3.3 3.5 3.8

31.4 114.4 4.9

( )

( )

( )

( )
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13．景気ウォッチャー調査

家計動向関連

雇用関連
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企業動向関連
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（ＤＩ） 景気の現状判断ＤＩ（季節調整値）

総合ＤＩ
５月 55.0 (前月差 0.4)

４月 54.6 (前月差 1.3)

分野・業種別ＤＩの推移（現状）（季節調整値） 分野・業種別ＤＩの推移（先行き）（季節調整値）

（備考）現状判断ＤＩ、先行き判断ＤＩは各々、景気ウォッチャーによる、３か月前と比較した当該月の景気の良し悪しの判断、当該月と比較した２～３か月先の景気の良し悪しの判断である。
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（参考３）　地域経済
(1) 鉱工業生産
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(2) 完全失業率 (3) 有効求人倍率
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Ⅱ．海外経済

中国

英国

（注）下線部は先月から変更した部分。

５月月例 ６月月例

世界経済

　世界の景気は、一部の地域において弱さがみられるものの、持
ち直している。
　先行きについては、持ち直しが続くことが期待される。ただ
し、世界的な金融引締めに伴う影響、物価上昇等による下振れリ
スクに留意する必要がある。また、金融資本市場の変動の影響を
注視する必要がある。

　世界の景気は、一部の地域において弱さがみられるものの、持
ち直している。
　先行きについては、持ち直しが続くことが期待される。ただ
し、世界的な金融引締めに伴う影響、物価上昇等による下振れリ
スクに留意する必要がある。また、金融資本市場の変動の影響を
注視する必要がある。

アメリカ

  アメリカでは、景気は緩やかに回復している。
　先行きについては、緩やかな回復が続くことが期待される。た
だし、金融引締めに伴う影響等による下振れリスクに留意する必
要がある。

  アメリカでは、景気は緩やかに回復している。
　先行きについては、緩やかな回復が続くことが期待される。た
だし、金融引締めに伴う影響等による下振れリスクに留意する必
要がある。

ア
ジ
ア
地
域

  中国では、景気は持ち直しの動きがみられる。
　先行きについては、各種政策の効果もあり、持ち直しに向かう
ことが期待される。ただし、不動産市場の動向等を注視する必要
がある。

  中国では、景気は持ち直しの動きがみられる。
　先行きについては、各種政策の効果もあり、持ち直しに向かう
ことが期待される。ただし、不動産市場の動向等を注視する必要
がある。

その他
アジア

  韓国では、景気は下げ止まりの兆しがみられる。台湾では、景
気は減速している。インドネシアでは、景気は緩やかに回復して
いる。タイでは、景気はこのところ持ち直している。インドで
は、景気は持ち直している。

  韓国では、景気は下げ止まりの兆しがみられる。台湾では、景
気は減速している。インドネシアでは、景気は緩やかに回復して
いる。タイでは、景気はこのところ持ち直している。インドで
は、景気は緩やかに回復している。

ヨ

ロ

パ
地
域

ユーロ圏

　ユーロ圏では、景気は持ち直しに足踏みがみられる。ドイツに
おいては、景気は足踏み状態にある。
　先行きについては、緩やかな持ち直しが続くことが期待され
る。ただし、金融引締めやエネルギー情勢に伴う影響等による下
振れリスクに留意する必要がある。

　ユーロ圏では、景気は足踏み状態にある。ドイツにおいては、
景気は足踏み状態にある。
　先行きについては、足踏み状態が続くことが見込まれる。ただ
し、金融引締めやエネルギー情勢に伴う影響等による下振れリス
クに留意する必要がある。

　英国では、景気は足踏み状態にある。
　先行きについては、足踏み状態が続くと見込まれる。ただし、
金融引締めに伴う影響等による下振れリスクに留意する必要があ
る。

　英国では、景気は足踏み状態にある。
　先行きについては、足踏み状態が続くと見込まれる。ただし、
金融引締めに伴う影響等による下振れリスクに留意する必要があ
る。
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１．アメリカ

34



　

④設備投資は緩やかに持ち直し

製造業 ：景況指数は低下
非製造業：景況指数は低下
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製造業
（新規受注）
５月：42.6

製造業
（総合）

５月：46.9

非製造業
（総合）
５月：50.3

（ＤＩ）

（月）
（年）

⑤生産はおおむね横ばい

⑥財輸出はおおむね横ばい

（備考）コア資本財受注は３か月移動平均値。
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（備考）財輸出入は通関ベース(実質)、財・サービス貿易収支は国際収支ベース(名目)。
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中国：
２．アジア地域
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（前年比、％）

輸出

５月: ▲7.5

輸入

５月: ▲4.5

②輸出は持ち直しの動きに足踏み

○中国では、景気は持ち直しの動きがみられる。
①実質ＧＤＰ成長率

（備考）1．輸出入ともドルベースの金額。
2．春節(旧正月)休暇は、19年２月４～10日、20年１月24～２月２日、

21年２月11～17日、22年１月31日～２月６日、23年１月21日～27日。

（備考）前期比のグラフの（ ）内の数値は内閣府による年率換算。

製造業購買担当者指数（ＰＭＩ）はこのところ持ち直しの動きに足踏み

（備考）1. 国家統計局、財新/Ｓ＆Ｐグローバルより作成。財新は中国の経済メディアであり、
Ｓ＆Ｐグローバル社との共同調査により、独自にＰＭＩを発表している。

2．製造業・非製造業の業況に関わる各項目について企業調査を行い、各々が前月に
比べてどう変わったのかを集計。

3. 統計対象社数は、国家統計局が3,000社(製造業）、4,000社（非製造業）、
財新/Ｓ＆Ｐグローバルが500社以上。
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（非製造業）５月: 54.5

国家統計局ＰＭＩ

（製造業）５月: 48.8

財新/Ｓ＆ＰグローバルＰＭＩ

（製造業）５月: 50.9
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③消費は持（

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

1-
2

4 7 10 1-
2

4 7 10 1-
2

4 5

2021 22 23

（前年比、％）

実質

３月: ▲0.6

名目

５月: 12.7

（備考）22年４月以降の実質値は未公表。

④生産は持ち直しの動き

⑤固定資産投資はこのところ伸びが低下
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乗用車販売台数は持ち直しの動き

社会消費品小売総額
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（備考）乗用車販売台数は出荷ベース。年間販売台数（前年比）は、20年6.0％減、
21年6.5％増、22年9.5％増。

不動産開発投資

１-５月: ▲7.2
インフラ関連投資
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新築住宅販売価格は上昇

（備考）一級、二級、三級都市平均は、該当する都市の価格指数の単純平均。
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（備考）コア消費者物価は、総合から食品とエネルギーを除いたもの。

⑥消費者物価上昇率はおおむね横ばい

金融政策の動向

（日）
（月）
（年）

人民元名目為替レート

（備考）1．預金準備率は、大手金融機関向けの預金準備率。
2．ＭＬＦとは中期貸出ファシリティの略。中央銀行から金融機関への

資金供給手段の一つ。１年物は16年より実施。
3. ＬＰＲとは最優遇貸出金利の略。中央銀行が選定した18の銀行から

報告された貸出金利の加重平均値。19年より実施。

一級都市平均

（５月: 0.1％）

二級都市平均

（５月: 0.2％）
三級都市平均

（５月: 0.0％）

生産者物価上昇率

（５月: ▲4.6％）
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預金準備率（目盛右）

23年３月27日 10.75％に引下げ貸出基準金利

（１年物）

預金基準金利

（１年物）
ＭＬＦ金利（１年物）

23年６月15日 2.65％に引下げ

ＬＰＲ金利（１年物）

23年６月20日

3.55％に引下げ
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その他アジア（韓国、台湾、インドネシア、タイ、インド）：
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消費者信頼感指数

（月）

（年）
（備考）１．家計の財政状況、経済情勢見通し、高額商品購買意欲につき尋ねたもの。

２．英国は原数値。
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○ヨーロッパ地域については、ユーロ圏では、景気は足踏み状態にある。
ドイツにおいては、景気は足踏み状態にある。
英国では、景気は足踏み状態にある。
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(指数、

2021年=100)

実質小売売上

（除自動車）

＜３ＭＡ前月比＞
ユーロ圏 ４月：▲0.2％
ドイツ ４月：▲0.2％
英国 ４月： 0.1％

ドイツ
（同４月：0.5％）

ユーロ圏
（前月比４月：0.0％）

英国
（同４月：0.5％）

(期)

(年)
(期)

(年)

(月)

(年)

<22年（前年比）>
ユーロ圏 3.4％ 英国 4.1％
ドイツ 1.8％
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輸出額(指数、2021年=100)

＜22年（前年比）＞
ユーロ圏 18.2％
ドイツ 14.3％
英国 28.0％

（備考）１．ユーロ圏は圏外向けのみ。
２．英国の21年10月及び11月の輸出増、22年１月の輸出減は非貨幣用金等

の寄与によるものが大きい。

（月）

（年）

ドイツ
（同４月：1.2％）

ユーロ圏
（前月比４月：▲3.2％）

英国
（同４月：2.1％）

＜３ＭＡ前月比＞
ユーロ圏４月：▲0.9％
ドイツ ４月：▲0.3％
英国 ４月：▲2.0％

③設備投資 ユーロ圏：機械設備投資は持ち直している
英 国：設備投資はこのところ持ち直している
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ドイツ

英国
ユーロ圏

設備投資

＜前期比年率＞
ユーロ圏23年Ｑ１10.6％
ドイツ 23年Ｑ１ 13.6％
英国 23年Ｑ１ 3.0％

(指数、2021年=100)

（期）

（年）
（備考）１．ユーロ圏及びドイツは公的部門を含む機械設備投資。

２．英国は民間の設備投資（住宅は含まない）。

④輸出 ユーロ圏：輸出は持ち直しに足踏み
英ー 国：輸出はおおむね横ばい
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ドイツ

＜５月ＰＭＩ＞
ユーロ圏 44.8
ドイツ 43.2
英国 47.1

英国

ユーロ圏

（ＤＩ）

製造業購買担当者指数（ＰＭＩ）

⑤生産 ユーロ圏：生産は横ばいとなっている
英ー 国：生産はおおむね横ばい
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(指数、2021年=100) 鉱工業生産

＜22年（前年比）＞
ユーロ圏 2.3％
ドイツ ▲0.3％
英国 ▲2.8％

（月）

（年）

英国
（同４月：▲0.3％）

＜３ＭＡ前月比＞
ユーロ圏４月：▲0.5％
ドイツ ４月：▲0.1％
英国 ４月： 0.1％

ユーロ圏
（前月比４月：1.0％）

ドイツ
（同４月：0.0％）
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2021 22 23

ドイツ＜５月ＰＭＩ＞
ユーロ圏 55.1
ドイツ 57.2
英国 55.2

英国

ユーロ圏

（ＤＩ）

サービス業購買担当者指数（ＰＭＩ）

（月）

（年）

（月）

（年）

（備考）１．製造業は、新規受注、生産、雇用、サプライヤー納期、原材料在庫、
サービス業は、ビジネス活動指数について、前月と比べた当月の変化を調査し、
「改善（１p）、変化なし（0.5p）、悪化（０p）」として指数化。

２．ユーロ圏は、圏内5,000社の購買担当者を対象にしている。
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ＥＣＢ（欧州中央銀行）

ＢＯＥ（イングランド銀行）

（％）
ＢＯＥ

５月11日
引き上げ
4.50％

ＥＣＢ
６月15日
引き上げ
4.00％

（月）

（年）
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（％）

イタリア
４月 7.8％

フランス
４月 7.0％

ユーロ圏
４月 6.5％

英国
４月 3.8％

ドイツ
４月 2.9％

失業率（ILO基準）

⑦物価 ユーロ圏：コア物価上昇率はおおむね横ばい
英ー 国：コア物価上昇率は上昇している
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（前年同月比、％） 消費者物価上昇率

（月）

（年）

（備考）１．ＥＣＢのインフレ目標は中期的に２％。英国財務省のインフレ目標は２％。
２．コア消費者物価は、総合からエネルギー、非加工食品を除いたもの。

ユーロ圏
（総合）

５月 6.1％
ユーロ圏
（コア）
５月 6.8％

英国
（コア）
４月 7.9％

英国
（総合）
４月 8.7％

⑨政策金利 ユーロ圏：欧州中央銀行（ＥＣＢ）は引き上げ
英 国：イングランド銀行（ＢＯＥ）は引き上げ

⑧中央銀行のバランスシート
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ＥＣＢ（欧州中央銀行）

ＢＯＥ（イングランド銀行、目盛右）

（兆ユーロ） （億ポンド）

（月）

（年）

⑥雇用 ユーロ圏：失業率は横ばい
英 国：失業率はおおむね横ばい

(月)

(年)

（備考）日付は公表日。
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４．　国際金融
為替：ドルは、ユーロに対しておおむね横ばい、

ポンドに対して減価、円に対して増価
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（備考）いずれも、左図は日次の終値の月中平均値、右図は日次の終値。
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主要株式指数

短期金利・長期金利 原油・商品価格

米ドル名目実効レート、対各国通貨名目レート

（日）
（月）

短期金利
（ドル３か月物）

長期金利
（米国債10年物）

上海総合
（目盛右）

英国ＦＴ
（目盛右）

ＮＹダウ

（％）

（千ドル） （指数）

（ドル／
バレル）

（日）
（月）

（日）
（月）

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

0

20

40

60

80

100

120

140

ＷＴＩ

金
（目盛右）

（千ドル／
トロイオンス）

北海ブレント

ドバイ

ドイツＤＡＸ
（目盛右）

（円／ドル、
指数）

（年）

（年）

（年）

（ドル／ユーロ、
ドル／ポンド）

（日）
（月）

（年）

株価：アメリカではやや上昇、英国ではやや下落、ドイツ、
中国ではおおむね横ばい

原油価格（ＷＴＩ）：おおむね横ばい
金価格 ：やや下落

短期金利：おおむね横ばい
長期金利：アメリカ、ドイツではおおむね横ばい、

英国では大幅に上昇

長期金利
（独国債10年物）

長期金利
（英国債10年物）

ポンド
（目盛右、逆目盛）

前回
月例

前回
月例

前回
月例
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主要経済指標の国際比較（１）

人口
（万人）

名目GDP
（10億ドル）

1人当たりGDP
（1,000ドル）

22年 23年

10-12月 1-3月 3月 4月 5月 3月 4月 5月

日本 12,517 4,234 33.8 2.2 1.0 0.4 2.7 前期比年率 5.6 ▲ 0.1 0.3 0.7 前期比 2.8 2.6 2.8 2.6

アメリカ 33,353 25,464 76.3 5.9 2.1 2.6 1.3 前期比年率 4.4 3.4 0.1 0.5 ▲ 0.2 前期比 5.4 3.6 3.5 3.4 3.7

カナダ 3,885 2,140 55.1 5.0 3.4 ▲ 0.1 3.1 前期比年率 4.5 3.8 0.1 前期比 7.5 5.3 5.0 5.0 5.2

ユーロ圏 34,667 14,128 40.8 5.3 3.4 ▲ 0.5 ▲ 0.4 前期比年率 8.9 2.3 ▲ 3.8 1.0 前期比 7.7 6.7 6.6 6.5

ドイツ 8,379 4,075 48.6 2.6 1.8 ▲ 2.1 ▲ 1.3 前期比年率 4.6 ▲ 0.3 ▲ 1.9 0.0 前期比 3.6 3.1 2.9 2.9 ILO基準

フランス 6,565 2,784 42.4 6.4 2.5 ▲ 0.1 0.7 前期比年率 5.7 ▲ 0.1 ▲ 1.1 0.8 前期比 7.9 7.3 7.0 7.0

イタリア 5,898 2,012 34.1 7.0 3.8 ▲ 0.4 2.2 前期比年率 11.7 0.4 ▲ 0.6 ▲ 1.9 前期比 9.5 8.1 7.9 7.8

スペイン 4,760 1,401 29.4 5.5 5.5 1.6 1.9 前期比年率 7.3 2.8 1.3 ▲ 1.8 前期比 14.8 12.9 12.8 12.7

英国 6,779 3,071 45.3 7.6 4.1 0.5 0.5 前期比年率 7.3 ▲ 2.8 0.7 ▲ 0.3 前期比 4.5 3.7 3.9 3.8
後方3か月

平均

スイス 874 807 92.4 4.2 2.0 ▲ 0.2 1.1 前期比年率 9.1 6.4 5.2 前年比 3.0 2.2 1.9 1.9 2.0

ロシア 14,344 2,215 15.4 5.6 ▲ 2.1 ▲ 2.7 ▲ 1.8 前年比 6.3 ▲ 0.3 1.2 5.2 前年比 4.8 3.9 3.5 3.3

オーストラリア 2,597 1,702 65.5 5.2 3.7 2.3 0.9 前期比年率 1.2 1.7 - - -
四半期のみ

前期比 5.1 3.7 3.5 3.7 3.6

中国 141,255 18,100 12.8 8.4 3.0 2.9 4.5 前年比 9.6 3.6 3.9 5.6 3.5 前年比 5.1 5.6 5.3 5.2 5.2

韓国 5,164 1,665 32.3 4.3 2.6 ▲ 1.2 1.3 前期比年率 8.2 1.4 5.3 ▲ 1.2 前期比 3.7 2.9 2.7 2.6 2.5

台湾 2,333 762 32.6 6.5 2.4 ▲ 0.8 ▲ 2.9 前年比 14.7 ▲ 1.7 ▲ 1.2 ▲ 4.8 前期比 4.0 3.7 3.6 3.6

香港 733 361 49.2 6.4 ▲ 3.5 0.1 23.0 前期比年率 5.5 0.2 - - 四半期のみ 5.2 4.3 3.1 3.0 3.0

シンガポール 564 467 82.8 8.9 3.6 0.3 ▲ 1.6 前期比年率 13.3 2.6 9.7 ▲ 1.9 前期比 2.7 2.1 1.8 1.8

インドネシア 27,486 1,319 4.8 3.7 5.3 5.0 5.0 前年比 7.5 1.3 0.4 前年比 6.5 5.9 - - - 原数値

2,8月のみ

マレーシア 3,299 408 12.4 3.3 8.7 7.1 5.6 前年比 7.4 6.7 0.0 ▲ 5.6 前期比 4.6 3.8 3.5 3.5

フィリピン 11,157 404 3.6 5.7 7.6 8.3 4.6 前期比年率 49.2 22.5 6.0 10.7 前年比 8.0 5.5 - - - 四半期のみ

タイ 7,008 536 7.7 1.5 2.6 ▲ 4.2 7.8 前期比年率 5.8 0.4 ▲ 3.9 ▲ 8.1 前年比 1.9 1.3 - - - 四半期のみ

ベトナム 9,946 406 4.1 2.6 8.0 5.9 3.3 前年比 4.8 7.8 ▲ 1.6 0.5 0.1 前年比 3.2 2.3 - - - 四半期のみ

インド 142,333 3,386 2.4 9.1 7.2 4.5 6.1 前年比 11.4 5.2 1.7 4.2 前年比 - - - - -

ブラジル 21,391 1,924 9.0 5.0 2.9 1.9 4.0 前年比 3.9 ▲ 0.7 0.9 ▲ 2.7 前年比 13.5 9.5 8.8 8.5

メキシコ 13,012 1,414 10.9 4.7 3.0 3.5 3.7 前年比 5.6 3.2 1.5 0.7 前年比 4.3 3.5 2.8 3.0 2.7 原数値

アルゼンチン 4,630 632 13.7 10.4 5.2 1.9 前年比 - - 3.5 1.7 前年比 8.8 6.8 - - - 四半期のみ

トルコ 8,528 906 10.6 11.4 5.6 3.5 4.0 前年比 17.8 5.7 0.7 ▲ 1.0 前年比 12.0 10.5 10.3 10.0 原数値

サウジアラビア 3,479 1,108 31.8 3.9 8.7 5.5 3.8 前年比 - - - - - 6.6 - - - 四半期のみ

南アフリカ 6,060 406 6.7 4.7 1.9 ▲ 1.1 0.4 前期比年率 6.5 ▲ 0.2 ▲ 2.1 4.2 前年比 34.3 33.5 - - - 暦年のみ

　　　 　３．ＧＤＰ、鉱工業生産の前月（期）比、失業率は特に断りのない限り季節調整値。

　　　 　４．2021年および2022年の暦年の失業率は、イタリアは内閣府計算値。

　　　　 ２．インドは年度（４月～３月）の数値。

（備考）１．各国統計より作成。人口、名目GDP、1人当たりGDPについてはIMF、ユーロスタットより作成。

国・地域名

実質ＧＤＰ成長率（％） 鉱工業生産（％）

2022年 備考 2021年 2022年 備考
23年

失業率（％）

2022年 2022年 2022年 2021年 2021年 2022年 備考
23年
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主要経済指標の国際比較（２） （参考）国際機関の実質ＧＤＰ見通し（％）

23年

7-9月 10-12月 1-3月 3月 4月 5月

▲ 6.2 ▲ 7.8 255.4 261.3

(▲5.5) (▲8.8) (212.3) (217.0)

アメリカ 4.7 8.0 8.3 7.1 5.8 5.0 4.9 4.0 ▲ 11.6 ▲ 5.5 126.4 121.7 ▲ 3.6 ▲ 3.6 1.6 1.1 1.6 1.0

カナダ 3.4 6.8 7.2 6.7 5.2 4.3 4.4 ▲ 4.4 ▲ 0.7 115.1 106.6 ▲ 0.3 ▲ 0.4 1.5 1.5 1.4 1.4

ユーロ圏 2.6 8.4 9.3 10.0 8.0 6.9 7.0 6.1 ▲ 5.4 ▲ 3.8 94.9 90.9 2.3 ▲ 0.7 0.8 1.4 0.9 1.5

ドイツ 3.1 6.9 7.3 8.6 8.3 7.4 7.2 6.1 ▲ 3.7 ▲ 2.6 68.6 66.5 7.7 4.2 ▲ 0.1 1.1 ▲ 0.0 1.3

フランス 1.6 5.2 5.9 6.1 6.0 5.7 5.9 5.1 ▲ 6.5 ▲ 4.9 112.6 111.1 0.4 ▲ 1.7 0.7 1.3 0.8 1.3

イタリア 1.9 8.1 8.4 11.8 9.0 7.6 8.2 7.6 ▲ 9.0 ▲ 8.0 149.8 144.7 3.0 ▲ 0.7 0.7 0.8 1.2 1.0

スペイン 3.1 8.4 10.1 6.6 5.0 3.3 4.1 3.2 ▲ 6.9 ▲ 4.5 118.4 112.0 1.0 1.1 1.5 2.0 2.1 1.9

英国 2.6 9.1 10.0 10.8 10.2 10.1 8.7 ▲ 8.3 ▲ 6.3 108.1 102.6 ▲ 1.5 ▲ 5.6 ▲ 0.3 1.0 0.3 1.0

スイス 0.6 2.8 3.4 2.9 3.2 2.9 2.6 2.2 ▲ 0.5 0.2 41.5 39.1 7.9 9.8 0.8 1.8 0.6 1.2

ロシア 6.7 13.8 14.3 12.2 8.6 3.5 2.3 2.5 0.8 ▲ 2.2 16.5 19.6 6.7 10.3 0.7 1.3 ▲ 1.5 ▲ 0.4

オーストラリア 2.9 6.6 7.3 7.8 7.0 6.3 6.8 ▲ 6.3 ▲ 3.3 57.6 55.7 3.0 1.2 1.6 1.7 1.8 1.4

中国 0.9 2.0 2.7 1.8 1.3 0.7 0.1 0.2 ▲ 6.0 ▲ 7.5 71.8 77.1 1.8 2.3 5.2 4.5 5.4 5.1

韓国 2.5 5.1 5.9 5.2 4.7 4.2 3.7 3.3 ▲ 0.0 ▲ 0.9 51.3 54.3 4.7 1.8 1.5 2.4 1.5 2.1

台湾 2.0 2.9 2.9 2.6 2.6 2.4 2.3 2.0 ▲ 2.1 ▲ 0.5 30.1 27.5 14.8 13.4 2.1 2.6 － －

香港 1.6 1.9 2.7 1.8 1.9 1.7 2.1 2.0 0.0 ▲ 7.1 1.9 4.3 11.8 10.7 3.5 3.1 － －

シンガポール 2.3 6.1 7.3 6.6 6.1 5.5 5.7 1.2 0.4 147.7 134.2 18.0 19.3 1.5 2.1 － －

インドネシア 1.6 4.2 5.2 5.5 5.2 5.0 4.3 4.0 ▲ 4.5 ▲ 2.3 41.1 39.9 0.3 1.0 5.0 5.1 4.7 5.1

マレーシア 2.5 3.4 4.5 3.9 3.6 3.4 3.3 ▲ 5.8 ▲ 5.3 69.3 66.3 3.8 2.6 4.5 4.5 － －

フィリピン 3.9 5.8 6.5 7.9 8.3 7.6 6.6 6.1 ▲ 6.3 ▲ 5.2 57.0 57.5 ▲ 1.5 ▲ 4.4 6.0 5.8 － －

タイ 1.2 6.1 7.3 5.8 3.9 2.8 2.7 0.5 ▲ 7.0 ▲ 5.5 58.4 60.5 ▲ 2.1 ▲ 3.3 3.4 3.6 － －

ベトナム 1.8 3.2 3.3 4.4 4.2 3.4 2.8 2.4 ▲ 3.4 ▲ 2.5 39.3 37.1 ▲ 2.1 ▲ 0.9 5.8 6.9 － －

インド 5.5 6.7 7.0 6.1 6.2 5.7 4.7 4.3 ▲ 9.6 ▲ 9.6 84.7 83.1 ▲ 1.2 ▲ 2.6 5.9 6.3 6.0 7.0

ブラジル 8.3 9.3 8.6 6.1 5.3 4.7 4.2 3.9 ▲ 4.3 ▲ 4.6 90.7 85.9 ▲ 2.8 ▲ 2.9 0.9 1.5 1.7 1.2

メキシコ 5.7 7.9 8.5 8.0 7.5 6.9 6.3 5.8 ▲ 3.9 ▲ 4.4 58.7 56.0 ▲ 0.6 ▲ 0.9 1.8 1.6 2.6 2.1

アルゼンチン 48.1 70.7 77.5 91.7 101.9 104.3 108.8 114.2 ▲ 4.3 ▲ 3.9 80.9 84.5 1.4 ▲ 0.7 0.2 2.0 ▲ 1.6 1.1

トルコ 19.6 72.3 81.1 78.1 54.5 50.5 43.7 39.6 ▲ 4.0 ▲ 1.6 41.8 31.2 ▲ 0.9 ▲ 5.4 2.7 3.6 3.6 3.7

サウジアラビア 3.1 2.5 2.9 3.1 3.0 2.7 2.7 2.8 ▲ 2.3 2.5 28.8 22.6 5.1 13.8 3.1 3.1 － －

南アフリカ 4.6 6.9 7.6 7.4 7.0 7.1 6.8 ▲ 5.6 ▲ 4.5 69.0 71.0 3.7 ▲ 0.5 0.1 1.8 0.3 1.0

（備考）１．各国統計より作成。ただし、一般政府財政収支、一般政府債務残高、経常収支については特に断りのない限りIMFより作成。 2.8 3.0 2.7 2.9

　　　　 ２．日本の財政収支及び債務残高のカッコ内は、国・地方合計の年度（４月～３月）の値。内閣府より作成。 （出所）IMF"World Economic Outlook"（23年４月）

　　 　　３．インドは年度（４月～３月）の数値。

2.1 1.3 1.0 1.3 1.1

　　　

2024年2021年

　　　　OECD"Economic Outlook"（23年６月）

世界

国・地域名

消費者物価（前年比％）
一般政府財政収支
(名目ＧＤＰ比％)

22年 23年

3.9日本 ▲ 0.2 2.5 2.9 3.9 3.6 3.2 3.5

ＯＥＣＤ，2023年６月

2021年 2022年 2021年 2022年

ＩＭＦ，2023年４月

2023年 2024年 2023年

一般政府債務残高
（名目ＧＤＰ比％）

経常収支
（名目ＧＤＰ比％）

2021年 2022年2022年
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